
小規模事業対策推進等事業
令和3年度予算額 53.2億円（59.2億円）

事業イメージ
事業目的・概要
 小規模事業者は、地域の需要に応え、雇用を担うなど、極めて重要な存在で
す。小規模事業者にとって身近な存在である商工会・商工会議所は、地域に
根差した経営指導を行っており、事業者の振興において重要な役割を担ってい
ることから、令和元年度から令和5年度までの5年間で以下の取組を支援しま
す。

 商工会・商工会議所が、「経営発達支援計画（小規模事業者支援法）」に
基づき実施する小規模事業者への伴走型支援を推進するとともに、コロナの影
響を踏まえ、需要開拓及びそのための体制整備を支援します。

 全国商工会連合会、日本商工会議所が商工会・商工会議所等と連携して
実施する、地域の産業の活性化、観光開発など、地域の経済活性化に向けた
取組を支援します。

 新型コロナウイルスによる影響や働き方改革等の制度改正による諸課題に円滑
に対応できるよう、全国団体を通じ商工会・商工会議所等が、窓口相談や専
門家を派遣します。
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（１）伴走型小規模事業者支援推進事業
• 令和3年度においては、特に商工会・商工会議所が認定を受けた「経営発達
支援計画」に基づき実施する小規模事業者の経営分析、事業計画の策定、
需要開拓及びそのための体制の整備などに要する経費を補助します。

• 加えて、自治体と連携し、地域課題に対応する計画を策定した商工会等につ
いては、協議会の設置、企画運営に要する経費等を補助します。

• 商工会等に支援機関出身者など企業支援のノウハウや実績を有する外部の
専門家をスーパーバイザーとして設置し、若手経営指導員へのOJTなどにより、
支援体制の充実を図ります。

（２）地域力活用新事業創出支援事業
• 全国商工会連合会、日本商工会議所が、各地の商工会、商工会議所等と
連携し、地域産業の活性化、観光ルート開発等について、全国規模での販路
開拓を支援することにより、地域の持続的発展に向けた取組を支援します。

（４）商工会・商工会議所等の指導事業
• 全国商工会連合会、日本商工会議所が商工会・商工会議所等を指導する
ための人件費や研修開催費等、商工会・商工会議所の万全な支援体制を確
保するための経費を補助します。

（３）専門家派遣等事業
• 新型コロナウイルスによる影響や働き方改革、税制度の変更等の制度改正に
よる諸課題に対して、小規模事業者が円滑に対応できるよう、全国の商工会・
商工会議所等が、窓口相談及びセミナーを実施し、専門家を派遣します。

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

成果目標
 経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所の全てが目標を達成
することを目指します。

 また、全国商工会連合会、日本商工会議所が実施する地域活性化の取組を
支援し、支援した事業者の売上・利益の増加を目指します。

全国商工会連合会、
日本商工会議所等国 補助（定額,2/3,6/10,1/2)

国
委託

民間団体等

• 小規模事業者支援法の改正により、経営発達支援計画、事業継続力強化
支援計画には一定の知識と経験を有した経営指導員（法定経営指導員）
を関与させる必要があります。本事業では、法定経営指導員の要件の一つで
ある知識講習を実施します。
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